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トピックス 1

新たなスーパーがオープン� 〜協同組合東由利ショッピングプラザ〜

由利本荘市東由利地域にある協同組合東由利ショッピ
ングプラザ（小松正二理事長、組合員数6名）では、7月1日

（木）、新たなスーパーが開店しました。
当組合は、商店街や地域の核となる商業施設がなかった

旧東由利町が、商業の活性化や利便性の向上を図るために
道の駅の敷地内に地場産業センター「ふれあいプラザぷ
れっそ」を整備した際、その指定管理を受託する目的で設
立された組合です。

設立当初から、核店舗として入居していたスーパーが今
年3月末をもって閉店したことを受け、新しい体制を構築
するため、本会の支援事業の一環で県内スーパーに出店を打診したところ、美郷町商業協同組合の組合員でアックスフー
ズマートを展開する有限会社ミサトフーズ（檜森吉裕社長）が名乗りを上げ、組合間の連携により新規出店が実現しました。

4月末までに前スーパーが撤退作業を終えた後、ミサトフーズが開店準備を進め、去る7月1日に新規オープンしました。
開店初日は、新店舗のオープンを心待ちにしていた地域住民が多数来店し、にぎわいました。
ミサトフーズでは、撤退したスーパーで働いていた従業員を一部採用した他、店内の什器などを活用させていただくな

ど、人的・物的資産を最大限活用することで、新店舗の出店が円滑に進められました。
また、同社は当組合に加入し、ぷれっその運営方針等について他の組合員と情報を共有し、今後共同宣伝等の組合事業

を最大限活用していくこととしています。

ふれあいプラザぷれっそ内にオープンしたスーパー

ふれあいプラザぷれっそ
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トピックス 2

コロナ禍で低迷した客足を取り戻す！
コロナ禍により、小売業や飲食店等では、客足や売上が減少するなどの影響を受けています。
そこで、秋田県商店街・飲食店街等支援事業費補助金を活用した本会会員組合のコロナ禍に負けない前向きな取り組み

をご紹介します。

アックスフーズマートでは、肉や魚、青果などの生鮮食品をはじ
め、総菜や酒、日用品など幅広い商品を扱っており、組合では、地域
の人が日々の食材を買い求めたり、仕事帰りに立ち寄ったりする需
要などを見据え、地域やぷれっその実情に合った売場づくりをして
もらうよう働きかけています。

なお、本会では昨年度、当組合を対象に組合活力向上事業を開催
し、地域住民が利用する拠点としての新たな取組や共同販売事業に
おける売上確保をテーマに事例研究や意見交換を行い、ぷれっその
来客と売上の増加に向けて、組合一丸となって取り組むことを確認
しております。

小松理事長は、「組合員みんなで協力して、相互扶助の精神でふれあいプラザぷれっそを盛り上げていきたい。東由利に
お越しの際は是非、お立ち寄りいただきたい。」と述べています。

開店当日（7/1）の様子

秋田市大町商店街振興組合（髙堂裕理事長）と秋田市通町商店街振興組
合（佐藤政則理事長）では、5,000円で10,000円分の買い物ができる「ウ
ルトラプレミアム商品券」を販売しました。

これは、新型コロナウイルスの影響を受けている商店街を盛り上げよ
うと、2組合が合同で企画した商品券で、500円券20枚つづりが1冊と
なっており、大町限定券と通町大型店限定券が各4枚、通町小規模店限定
券が12枚となっています。

昨年度も同様の商品券を販売しましたが、先着順としたところ、列がで
き、並んだのに買えなかった人が多かったことから、今年度は公平を期すため、事前申し込み制に変更しました。発行総
数1,400冊に対し、6月21日の申し込み期限までに5,734名の応募があり、抽選の結果、738名が当選しました。

佐藤理事長は、「大町や通町には専門店がたくさんあるので、商品券をきっかけにいろいろなお店でお買い物を楽しん
でもらえばうれしい。」と述べています。

7月16日（金）、横手市のJR横手駅前「よこてイースト」において、週末
限定の納涼ビアガーデンが開催されました。

客足と売上を回復させ、駅前に賑わいを取り戻そうと、横手駅前商店街
振興組合（齋藤善一理事長）が企画したもので、新型コロナウイルス感染
防止対策を徹底した上で開催されました。

当日、会場内には、特設ステージが設けられ、県内のアーティストが出
演しました。

ステージの設営・運営は、コロナ禍で仕事依頼が激減している地元の
イベント企画運営会社に委託して実施されました。

今回は新たに、当組合の組合員店舗とその取り扱い商品を紹介し、イベント後の個店への集客を図るため、商店街マッ
プを作成し、イベントに合わせて配布しました。

高橋事務局長は「マップを通して駅前商店街の店舗を知ってもらい、たくさんの魅力を再発見してもらいたい。」と述
べています。

このイベントは、8月7日（土）までの毎週金曜と土曜の計8日間開催されます。

「大町・通町ウルトラプレミアム商品券」を販売
秋田市大町商店街振興組合・秋田市通町商店街振興組合

イベントに合わせて商店街マップを作成
横手駅前商店街振興組合

イベントの様子

商品券の販売の様子
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協同組合秋田市民市場（進藤政弘理事長）では、2,000円で
3,000円分の買い物ができ、市場各店で使えるお買い物券を販
売しています。

このお買い物券は、コロナ禍における生鮮食品等の消費を喚
起し、組合員を元気づけようと同組合が企画したもので、500
円券6枚1セットを1,000セット限定で発行し、一人の購入上限
は3セットまでとなっています。

購入は事前応募制となっており、抽選により当選者にはハガ
キで通知され、7月1日～15日に応募を受け付け、買い物券の使
用期間は8月1日～31日までとなっています。

進藤理事長は、「お買い物券をきっかけとして、市民市場に立
ち寄ったことがない人も気軽に来てもらえばうれしい。」と述べています。

この企画は今後、9月と11月にも応募を受け付ける予定です。

協同組合横手やきそば暖簾会（三浦勝則理事長）では、プレ
ミアム付飲食券を販売しています。

この飲食券は、新型コロナウイルスの影響を受けた組合員店
舗を支援するとともに、横手やきそばの魅力を発信することで
売上の増加につなげようと組合が企画したものです。

1セット500円券4枚綴り（2,000円分）を1,000円で販売し、
往復はがきによる事前申込が必要であり、購入できるのは最大
5セットまでとなっています。

6月に申込を受け付けた第1弾が好評であったため、7月の第
2弾では販売枚数を追加しました。

飲食券は今年12月31日まで使用することができ、組合員31
店舗のすべての飲食代に使用できます。

三浦理事長は「プレミアム付飲食券をきっかけに、それぞれ
のお店の良さを再発見してもらいたい。またコロナ感染対策を
お客様と店側でしっかり行い、そのうえで食事を楽しんでいただきたい。」と話しています。

湯沢市駅通り商店街協同組合（滑川明男理事長）では、7月、買い物や飲食の代金を
一律3割引きにするキャンペーンを実施しました。

この取り組みは、新型コロナウイルスの影響で低迷する客足を取り戻すとともに、
新規客を獲得しようと組合が企画したキャンペーンです。

駅通り商店街（通称・サンロード商店街）にある小売店や飲食店25事業者で買い
物や飲食をすると、代金が割り引かれ、1会計あたりの割引上限は3,000円となって
います。

各店舗の売上金と代金の差額に補助金を充て、25事業者に均等に振り分け、補助
金がなくなった事業者ごとにキャンペーンが終了するしくみです。

滑川理事長は「今後も、商店街にお客様を呼び込む企画を若手の力を借りながら、
立案・実行したい。」と述べています。

市場内各店で使えるお買い物券を販売
協同組合秋田市民市場

プレミアム付飲食券を販売
協同組合横手やきそば暖簾会

3割引きキャンペーンを実施
湯沢市駅通り商店街協同組合

市民市場のホームページ

募集チラシ

キャンペーンチラシ
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全国及び東北・北海道ブロックとの景況DI値の比較

秋田県 全　国 東北・北海道

全　　体 −48.3 −31.4 −31.8

製��造��業 −50.0 −23.8 −26.7

非製造業 −47.2 −37.1 −34.6

景況天気図

好転 悪化 D.I値【景況DI値の推移［前年同月比］】
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景況DI値は横ばい。
　　　しかし、多くの業種で原材料の高騰を懸念

概況（全体）
6月分の県内景況は、前年同月と比較して景況が「好転」したとする向き
が6.7％（前回調査8.3％）、「悪化」が55.0％（同58.3％）で、業界全体の
DI値は－48.3となり、前月調査と比較し1.7ポイント回復した。
全国及び東北・北海道ブロックの景況は足踏み状態が継続している。
半導体・電子部品、自動車関連等の製造業は、一部指標がプラスに転じる
など、回復傾向にあるものの、原材料価格高騰の影響を受ける業種や、小売
業、サービス業などの非製造業は引き続き景況は低迷している。

業界別の状況
製造業は、業況が「好転」したと回答する数が減り、「悪化」したとすると
ころが増加した。
非製造業においては、「好転」とする回答が微増となり、「悪化」と回答す
る業界が減少している。
結果として業界全体のDI値は横ばいに推移しているが、依然として景況
感には業種別で大きな差がある。また、多くの業界が、燃料等原材料の高騰
を懸念している。
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業 界 の 声
◉製造業� （回答数：24名　回答率：100％）

【食料品（豆腐）】
原材料大豆、食用油などが値上がり、コストが上昇するも、大手企業の値上げの動きがないため、コストの増加分を価格に転
嫁できず、利益は減少している。また、長引くコロナウイルス感染拡大の影響により、取引先となる飲食店等の休業や廃業が
増加しており、状況は極めて厳しい。

【食料品（菓子）】
人の動きが少ないと同時に物の動きも悪く、売上の落ち込みが厳しい状況にある。そのような中、原材料コストも高騰してお
り、売上に対する利益が減少している。

【繊維工業（ニット）】
工場が受ける衣料製造に関する本来の仕事は昨年より増加しているが、コロナ前の水準には程遠い状況である。昨年同月は政
府管掌の医療用ガウンの納品が本格化した時期であったが今年は無いため、昨年より稼働が落ちている工場が多い。

【木材・木製品（一般製材）】
ウッドショックにより引き続き製品価格が上昇している。しかし、生産能力は頭打ち状態で、納期が確約できないほか、価格
は納品時に決まるような状態が続いている。さらに、原木の供給量が不足しており、注文に対応できるだけの仕入れが困難な
状況である。

【窯業・土石製品（生コンクリート）】
6月の出荷量は前年比111.3％。4月～6月累計では98.2％となった。大館北秋地区のトンネル工事、秋田市の文化施設、市立
病院、本荘由利地区の民間の建物、県南地区のダム関連工事で前年を上回ったが、7月以降は不透明。

【鉄鋼・金属（鉄鋼）】
オリンピック・パラリンピックが直前に迫ってきたこともあり、首都圏の鉄骨工事は大会終了まで大きく動かない状況になっ
ている。また、春先から続いている鉄価格の高騰は、加工費だけでその値上がり分を吸収できないところまできている。今後
は材料の値上がり分を価格に転嫁していく必要があるが、容易なことではない。

【一般機器（金属加工）】
半導体業界の回復により、受注は増加傾向である。鋼材はじめ原材料価格は高止まり傾向にあるが、販売価格への転嫁は依然
として厳しい。

【その他の製造業（曲げわっぱ）】
ウッドショックにより、木材価格が高騰しており、原材料の秋田杉にまで影響が及んでいる。現在のところは、その動向を見
守ることしができないが、材料の仕入れやコストの増加など影響は少しずつ出てきている。

◉非製造業� （回答数：36名　回答率：100％）

【卸売業（青果）】
新型コロナの感染が続き、飲食店向け、土産、旅行関連等が特に苦戦している。先行きが見通せない中ではあるがなんとか売
上げ・収益確保に向け努力している。一方、コロナに左右されない業種については現状を維持しているところが多い。

【小売業（みやげ品）】
売上の前年同月比としては13％減少という結果であった。新型コロナウイルス感染拡大以前である前々年同月比では83％減
である。依然として業況は回復しているとは言い難い。

【小売業（電機）】
半導体の不足により、エアコンが在庫不足で入荷できず売上にブレーキがかかっている。また、東京オリンピックでテレビ買
い換えの特需を見込んでいたが、その兆しは無かった。

【商店街】
飲食店のみならず、一般小売店においても新型コロナウイルス感染症の影響が出ている。衣料販売などではコロナの影響で外
出が少なくなったことから、売上の低迷が続いている。飲食に関しては、食材の価格が値上がりしているが販売価格に上乗せ
できない状態であることから利益が減少している。

【サービス業（旅行）】
前年対比で売上は増加しているが、前年の売上は「0円」である。今年は県民割引、秋田再発見の旅等の支援策があり少額なが
ら取扱いがあった。しかし、8割の組合員はまったく取扱いが無く、業界として窮境な状態であることに変化はない。

【サービス業（タクシー）】
飲食店街での新型コロナウイルスの感染の影響で、秋田市内の利用回復にブレーキが掛かった。一方、一部地域では、コロナ
ワクチン接種でタクシーを利用する高齢者もおり、新しい需要の掘り起こしになった。

【建設業（電気工事）】
受注量は前年度並みに低調である。暑さのおかげかエアコンの販売量が若干増え、それに伴う電気使用容量変更の申込件数が
増加している。

【運輸業（トラック）】
荷動きは6月の中旬ごろより増加傾向になったが、従来と比較すると低水準である。そのような中で、軽油が前年対比で約26
円高くなっている。今後も燃料は値上がりする見通しであることから、さらに経営環境は厳しい状況になると考えられる。

※�DI値とは、Diffusion�Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合
を差し引いた値です。
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組合相談
コーナー

『 組合への加入及び組合からの脱退について 』

組合の加入と脱退の手続きについて教えてください。

①加入手続きの流れ
加入申込書の提出⇨総会又は理事会で諾否を決定する⇨加入承認
書を加入申込者に通知する⇨加入者は出資金の払込をする⇨出資
金の払込を完了した時に組合員となる⇨組合は新規加入があった
旨を組合員に通知する⇨組合員名簿の整備

②脱退手続きの流れ（自由脱退で事業年度末が3月31日のケース）
定款に定める期間内に脱退申出（予告）⇨脱退者は脱退予告書を提
出する⇨併せて持分払戻請求も行う⇨3月31日をもって脱退⇨組
合において決算書の承認を受けた後、脱退者持分払戻計算書に基づ
き遅滞なく払戻し⇨脱退者から領収証をもらう

〈留意点〉
加　入
加入は、組合と加入希望者との間で結ばれる契約であり、加入希望者の加入の意思表示とこれに対する組合の

承諾によって成立するものです。

◉加入の自由 ……  組合に任意に加入することができる、いわゆる加入の自由は、中小企業等協同組合法の基本原
則であるとされています。したがって、組合員資格を有する者の加入は、その者に加入の意思
ある限り原則として組合員となることを拒む事はできません（組合及び組合事業の円滑な運
営を考慮して「正当な事由」がある場合は加入を拒否できます）。また、加入の意思がないのに
強制的に加入させられることもありません。

◉加入の形態
　原  始  加  入：資格の有する者が新たに組合に対して出資して加入
　持分承継加入：既存の組合員の有している持分を譲り受けて組合員となるもので次の2つの加入形態があります。
（1）相続加入⇨死亡した組合員の持分を相続することによって組合員となる場合
（2）譲受加入⇨既存の組合員の有している持分を譲り受けて組合員となる場合

脱　退
脱退は組合という団体を脱しその構成員メンバーとしての地位を捨てることであり、組合員は原則として自由

に組合を脱退することができます（協業組合においては原則として持分譲渡が必要）。

◉脱退の自由 ……  脱退の自由は、加入の自由とともに組合の基本原則として法律に定められています。なお、脱
退の時期はその形態によって異なります。

◉脱退の形態
　自由脱退： 組合員が自分の意思により自発的に行う脱退です。その理由はどのようなものであるかは問いませ

ん。脱退は、脱退希望者の一方的意思表示によって効力を生ずる単独行為です。脱退の時期は事業年
度末の90日前（定款で1年まで延長できます。）までに書面により組合へ予告し、事業年度末におい
て脱退となります。従って年度末までは組合のメンバーである事から、組合員としての権利を行使
できる他、賦課金納入等についても負担する義務があります。

　法定脱退： 法の定める一定の事由が組合員に発生することによって、その組合員が当然に組合を脱退し、組合
員としての地位を喪失するものです。

　　　　　　脱退の時期は脱退事由発生時で事由としては、次の4つが法に定められています。
　　　　　　　◦組合員資格の喪失（廃業等） ◦死亡又は解散
　　　　　　　◦公正取引委員会の排除措置命令 ◦除名
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暑中お見舞い申し上げます

〒018－0951　秋田市山王三丁目1番22号
TEL：018（862）4972　FAX：018（862）4997

理 事 長　　白  石  光  弘
副理事長　　打  矢  正  敏
専務理事　　中  安  則  光

秋田県再生資源商工組合

代表理事　村 上　貴 義

秋田駅から歩いて5分
秋田の食の玄関口

理事長

進藤  政弘

秋田市民市場
akitashiminichiba.com

理 事 長 藤　澤　正　義

副理事長 齋　藤　　　靖

副理事長 石　垣　勝　康

〒010-0941　秋田市川尻町字大川反170-44
TEL 018（863）9222  FAX 018（863）9995

秋田県鐵構工業協同組合

秋田県中小企業団体中央会
会  

長

副 

会 

長
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秋田県電機商業組合
理事長　小　松　久　雄

外役員一同

秋田市旭北錦町1番47号秋田県商工会館内5F
TEL 018-823-1635　FAX 018-827-3676
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暑中お見舞い申し上げます

しゅう きょうでん

電気管理技術者  受付中

TEL 018-863-1833　e-mail ⁄akiden01@poplar.ocn.ne.jp

《 独立開業を応援します 》

理事長　藤原寛市

50

自動車の鈑金・塗装・整備は

秋田県自動車車体整備協同組合
理事長　山王丸　洋　一

秋田市八橋大畑2-12-55　TEL018-862-2079
http://www.akishakyo.or.jp

安く
早く
きれい

赤い看板の
リスのマークの
組合員工場へ！

秋田県自動車整備商工組合

〒010‐0962 秋田市八橋大畑二丁目12番63号
TEL 018‐823‐6546 FAX 018‐863‐4603

理 事 長

常務理事

三　浦　廣　巳

〃
畠　山　信　悦

〃
齋　藤　幸　悦
高　橋　富　男

〃 石　黒　壽佐夫

田　中　　　寿
専務理事

副理事長

佐々木　義　弘

〒010-0061 秋田市卸町1-3-2　TEL.018-823-8192㈹　FAX.018-863-1879
ホームページ　http://www9.plala.or.jp/buturyuukyou/

秋田県トラック運送事業協同組合
秋田県物流センター協同組合秋　ト　協　組

◆秋田県トラック運送事業協同組合

理 事 長　齊藤　正敏　㈱八幡平貨物
専務理事　梅村　春男　米代トラック㈱
理　　事　藤原　菅也　秋田港北トラック㈱
　 〃 　　西宮　公平　秋田海陸運送㈱
監　　事　三浦　昌貴　税理士法人RINGS

◆秋田県物流センター協同組合

理 事 長　齊藤　正敏　㈱八幡平貨物
副理事長　佐藤　利雄　㈱丸五急送
　 〃 　　小林　　誠　第一道路運送㈲
専務理事　梅村　春男　米代トラック㈱
理　　事　藤原　菅也　秋田港北トラック㈱
　 〃 　　西宮　公平　秋田海陸運送㈱
　 〃 　　小沼　廣慈　㈲小沼運輸
　 〃 　　畠山　　亨　㈱八森運輸
　 〃 　　加藤　幹雄　㈲アスカ物流
監　　事　伊藤　宏基　アイビーデリバリー㈱
　 〃 　　嵯峨　誠子　㈱太平陸送運輸

“協同”“協同”経営理念

理 事 長 野　口　久　栄

〒010-0001 秋田市中通六丁目4番29号
電話 018-831-1276 FAX 018-838-1167

秋田県室内装飾事業協同組合
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暑中お見舞い申し上げます

本社・工場：秋田市川尻町字大川反170－49　TEL 018（864）6200（代）
建設事業部：秋田市川尻町字大川反170－19　TEL 018（888）3666
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 URL ： http://www.k-chiyoda.jp

  見えないけれど支えている
高度な鐵構技術で建設業界の未来に貢献する
それが“CHIYODA VISION”(チヨダ ヴィジョン）です

千代田興業株式会社

『　　　　　　　』我慢 そして 飛躍

官公需適格組合

能代山本生コンクリート協同組合

秋北生コンクリート株式会社
中 友 商 事 株 式 会 社
能代中央生コン株式会社

秋田県能代市字下悪戸83-2
秋田県能代市河戸川字下西山41
秋田県山本郡八峰町峰浜沼田字上釜谷1-13

TEL（0185）58-2503
TEL（0185）54-2241
TEL（0185）76-3388

フライアッシュ混合コンクリート（JIS規格品）
フライアッシュ混合コンクリートについては
環境ラベルを表示しております

〒016-0115 秋田県能代市字悪戸115-9
ＴＥＬ （0185）58-3560／ＦＡＸ （0185）58-3525

〒010-0975  秋田市八橋字下八橋191-29
TEL 018-862-5141／FAX 018-862-5288

URL http://www.a-fiveone.co.jp/

秋田ファイブワン工業株式会社

《繊維製品加工販売業》

　　取締役会長　佐 賀　善 美
代表取締役社長　佐 賀　善 廣

会　長　佐賀　善美

副会長　村田　孝治

副会長　竹村　周夫　

幹事長　鈴木　健志

事務局  〒010‐0923
　　　  秋田市旭北錦町1番47号（秋田県中小企業団体中央会内）
　　　  TEL：018‐863‐8701  FAX：018‐865‐1009
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暑中お見舞い申し上げます

高橋めぐみ社会保険労務士事務所
社会保険労務士　高 橋 めぐみ

〒010‐1612  秋田県秋田市新屋豊町10番32‐2号
TEL 018‐863‐3467　FAX 018‐811‐2540

株式会社あきぎんリサーチ&コンサルティング

代表取締役社長　石 川 　 聡

秋田市山王三丁目2番1号(秋田銀行本店5階)　TEL 018-863-1221

頑張る中小企業を
  　　　　　『信用保証』で応援します

本所　〒010‐0923　秋田市旭北錦町1番47号
（秋田県商工会館内）

TEL018(863)9011　FAX018（863）9188

会長　堀井　啓一

新 谷 明 弘

秋田県鹿角市八幡平字谷内下モ平116-12　TEL 0186-34-2011　FAX 0186-34-2013

株式会社  八幡平貨物
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暑中お見舞い申し上げます

秋　田　支　店　　〒010-0951  秋田市山王2-1-43

・秋　田　支　社　　　TEL:018-865-0561

秋田県中小企業団体事務局協議会
会長　　佐　藤　  弘　幸

秋田市旭北錦町１番４７号　秋田県商工会館５階
（秋田県中小企業団体中央会内）

TEL：018‐863‐8701　FAX：018‐865‐1009

秋田支店
〒010-0951 秋田市山王2丁目1-43
TEL：018-896-1685
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暑中お見舞い申し上げます
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ETC高速割引制度事業をご利用下さい！

〔承認番号〕K-2021-5003（2021.8）

〒011-0901 秋田市寺内字三千刈110-1
TEL.018-888-3500　FAX.018-888-3505

代表取締役社長　畠 山　紀 夫

おかげさまで 創立75周年
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中小企業組合等 支援施策情報

緊急事態措置等の影響緩和に係る月次支援金について　〜中小企業庁〜

M＆A支援事業の募集について　〜秋田県〜

中小企業庁では、2021年4月以降に実施された緊急
事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の
休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が
50％以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援
金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を
支援します。

給付要件
【要件1】　 対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重

点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること

【要件2】　 2021年の月間売上が、2019年又は2020
年の同月比で50％以上減少

給付額
2019年又は2020年の基準月の売上－
 2021年の対象月の売上

中 小 法 人 等　　上限20万円／月
個人事業者等　　上限10万円／月

対象月： 対象措置が実施された月のうち、対象措置の
影響を受けて、2019年又は2020年の同月比
で、売上が50％以上減少した2021年の月

基準月：2019年又は2020年における対象月と同じ月

申請受付期間
4月・5月分：2021年6月16日〜8月15日

6月分：2021年7月1日〜8月31日
7月分：2021年8月1日〜9月30日
8月分：2021年9月1日〜10月31日

※原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

　　詳細はこちら　　詳細はこちら

【お問い合わせ先】
フリーダイヤル　TEL 0120-211-240
IP電話専用回線　TEL 03-6629-0479
受付時間　8：30～19：00（土日・祝日含む全日）

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う景況
の悪化等により、廃業等を検討している中小企業者の事
業引継や、非常事態への対応力強化等を図る中小企業者
の事業の拡大・多角化等を促進し、本県経済の強化を図
るため、M＆A等に要する経費の一部を補助します。

補助対象者
県内に本店所在地等を有する中小企業者で、次の要件

を満たす事業者
（1）国税及び地方税に滞納がないこと
（2）暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと
（3） 補助金等交付申請日、又は補助金等交付決定日の時

点で破産、清算、民事再生手続若しくは会社更生手
続開始の申立てがなされている事業者でないこと

（4）雇用保険適用事業所であること
（5） 厚生労働省所管の雇用関係助成金について、不正受

給処分等がなされていないこと
（6）労働保険料を滞納していないこと
（7）労働関係法令の違反を行っていないこと
（8） 性風俗関連営業、接待を伴う飲食店営業又はこれら

の営業の一部を受託する営業を行う事業主ではない
こと

補助対象事業
（1）M＆A実現型

M＆A成立が見込まれる県内中小企業者が行うM＆A

に係る手続きであり、デューデリジェンスの実施、登
記変更・許認可取得、仲介契約成功報酬の支払い等

（2）M＆A促進型
県内中小企業者がM＆Aに取り組むために行う手続
きであり、仲介契約の締結、企業概要書の作成、ロ
ングリスト／ショートリストの作成、マッチングプ
ラットフォームによる相手方探索等

補助率
（1）M＆A実現型 補助対象経費の2分の1以内

 上限200万円、下限20万円
（2）M＆A促進型 補助対象経費の2分の1以内

 上限100万円、下限10万円

募集期間
令和3年12月25日（土）まで
第1回締切　令和3年8月10日（火）
※第2回以降の締切は、改めてお知らせします。
※ 交付決定額が予算に達した場合は、期限前に募集を

終了することがあります。

　　 詳しくはこちら　　 詳しくはこちら

【お問い合わせ先】
秋田県産業労働部産業政策課
TEL 018-860-2214　FAX 018-860-3887

検索

検索
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話題の広場

話題の広場中央会事業より
ハミングカード協同組合

ポイントカードの顧客データの
� 活用について考える

7月8日（木）と9日（金）の両日、鹿角市のハミングカード
協同組合（星川由則理事長）を対象に組合活力向上事業が開
催されました。

当組合では、組合員店舗における顧客の購買履歴データ
を蓄積・分析できるシステムを構築し、活用方法に関する
研修会を開催してきましたが、この購買データを十分に活
用できておらず、組合員店舗における利活用が課題となっ
ていました。

そこで、購買データの活用による課題解決に取り組むモデ
ルケースとして組合員企業から酒類やギフト商品等を販売
している株式会社関小市商店と、洋服等のクリーニング事業
を行っている合資会社協和ランドリーえどや本店の2社を対
象に、専門家を招いて個別支援を行うこととしました。

講師に株式会社小室経営コンサルタント代表取締役の小
室秀幸氏を迎え、既存顧客を最新購入日の経過日数や購入頻
度の多少、売上金額の3要素で分類する手法を取り入れ、2社

あきた食品事業マネジメント力
� 講座が開講

7月8日（木）と7月13日（火）、秋田市の秋田県生涯学習セ
ンターにおいて、あきた食品事業マネジメント力講座が開催
されました。

この講座は、県内の食品製造事業者の役員や従業員を対
象に、県外市場への展開を目指すマーケティングノウハウ
や生産性向上等に資する製造管理手法等に関する講座等
の実施により、県内食品製造事業者の事業活動の中核を担
う人材の育成を図ることを目的に、県産業労働部地域産業
振興課食品工業班が主催したもので、本会は運営事務局を
担っています。

当講座には2つのコースがあり、7月8日（木）には、製造マ
ネジメントコースの第1回が開催されました。

講師に、株式会社日本能率協会コンサルティングシニアコ
ンサルタント廣田正人氏を招き、「工場運営の基本とコスト
マネジメント」をテーマに、工場のコスト構造や製造現場で
発生するコスト等についての説明があり、その後、受講者自
らがグループでの実践演習を通じてコスト削減の方法を検
討し、資材使用量の削減や工程の簡略化等により、実際にコ
ストが削減することを確認しました。

廣田氏からは、「まず、自社の製造現場がどのようなコスト

に別々の基準を設定した上で、顧客データを分析し、併せて、
ヒアリングを行い、課題を抽出しました。

抽出された課題からは、常連客や有望客が減り、離反傾向
の客が増えているので、DMやハガキ等のアプローチが必
要となることや、有望顧客へのランクアップのためには提
案型の販売促進を行うことなど、今後の方向性が見えてき
ました。

次回は、講師と事業者がアイデアを持ち寄って、課題解決
に向けた具体的な企画を検討することとしています。

構造になっているのかを確認した後、各作業を分析し、改善
のアイデアを検討・実行することで改善を繰り返すことが
重要である」とのアドバイスがありました。

また、7月13日（火）には、県外展開マネジメントコースの
第1回が開催され、バイヤーから見た地域商品の評価や、マー
ケティングの4Pと6W3H、自社構造分析をテーマにリモー
トで講座が開催されました。

当講座は10月にかけて各コースとも4回開催され、最終回
では両コースの受講者や支援機関等の参加による拡大交流
会を実施する他、過去の修了者を対象に包装不良やHACCP
をテーマとした特別講座を開催する予定です。

［ヒアリングの様子］

［講座の様子］
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新 設 組 合 紹 介

新 理 事 長 紹 介 下記の方が新しく理事長に選出されましたので、ご紹介します。

●会員組合の皆様へ●
本コーナーでは、会員組合の理事長交代について
紹介しております。新しい理事長が選出された場
合は、本会総務企画課（☎018-863-8701）までお
知らせください。

協同組合ニカホノサキ
　　― 共同事業を通じて、にかほの魅力を発信 ―

【組合紹介･PR】

日本海に面し、鳥海山のふもとに広がるにかほ市は、豊かな自然の恩恵を受け、
様々な食材の宝庫となっており、その種類は農産物から水産物まで、多岐にわたっ
ています。

しかし、市民はこの食の豊かさを日頃から当たり前に享受しているため、地元食
材の魅力等を市外の方々に十分に伝えきれていないのが現状です。

そこで、この課題に対して、市内の食品事業者等が連携し、新たな解決策を導き
出せるのではないかと考え、この度、事業協同組合を設立しました。

当組合では、地元食材に独自の加工を行い、付加価値を付けて販売するとともに、
新たなお土産品を作り、外の地域に発信していきたいと考えています。

また、にかほ市民に加え、県内外の方をターゲットに、市内の絶景が臨める場所
などで地元の食材を活かした料理やお酒を楽しんでもらい、にかほの食の恵みを五
感で体験してもらう事業を展開します。この取組を組合員の商品PRや組合の新商
品発売の広報活動につなげることで、にかほの魅力発信を行い、組合員の営業・宣
伝活動を支援します。

組合では、これらの活動を通じて、地域の観光業や一次産業のさらなる発展、事業を利用した組合員の利益アップに
貢献するとともに、地域の魅力を強く発信し、「食の豊かなまち ＂にかほ＂」ブランドの確立に努めてまいります。

どうぞ、宜しくお願い申し上げます。

●所在地
　にかほ市大竹字下後26番地
●代表理事
　國重 咲季
●出資金
　400,000円
●組合員数
　4名
●主な事業
　商品開発及び販売、
　共同宣伝、販売促進
●成立年月日
　令和3年7月21日

秋田県菓子工業組合

感染症対策経営支援事業を開催
7月7日（水）、秋田市のアキタパークホテルにおいて、秋田

県菓子工業組合（塚本高理事長）の感染症対策経営支援事業
が開催され、組合員等11名が出席しました。

昨年から続く新型コロナウイルスの感染拡大は、県内の観
光産業等に大きな影響を与えており、お土産品を製造・販売
している事業者では、売上高が大幅に減少しています。

一方で、コロナ禍により、新たに巣ごもり需要が掘り起こ
されたことで、全国的に内食の売上高が好調に推移している
ことから、個店の魅力向上による来店者数の増加を図ること
を目的に、本研修会を開催しました。

講師に、株式会社アルテ代表取締役時田和幸氏を迎え、「コ
ロナ禍だからこそ来店してもらえるお店になろう～集客力
向上手法～」をテーマに、どう売上を上げていくか、個店の
魅力をアップするには具体的にどうすればよいか、個人演習

を交えながら講演が行われ、お金をかけずに今すぐにできる
お店の周知方法として、Googleマイビジネスが紹介されま
した。

時田氏は、「コロナ終息後に向けて今何をすべきか考える
ことが必要であり、取り組むことにより、魅力あるお店に
なっていく。できることから一つ一つ取り組んでほしい。」と
アドバイスしました。

今後は、9月にPOP等の販促ツールをテーマに研修会を開
催し、組合員の売上増加を目指すこととしています。

本荘総合地方卸売市場協同組合
（由利本荘市）� 理事長　中川　豊子�さん
組合員名 �株式会社本荘丸中魚市場
役　　職 �代表取締役社長　 改��選��日 �令和3年5月18日

國重理事長

［研修会の様子］
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話題の広場
アラカルト
a La carte

　　　　　　　　　あきた食のチャンピオンシップ2021
（主催：県観光文化スポーツ部秋田うまいもの販売課、共催：
本会、（一社）秋田県観光連盟ほか）が開催され、秋田県の新
たな特産品が決まりました。

あきた食のチャンピオンシップは、本県の魅力を活かした
特産品を発掘するため、2015年より毎年開催しています。

審査の対象となるのは過去2年以内に開発・改良された商
品であり、今回は、コロナ禍を反映して、巣ごもり需要を意
識した商品が多く出品されました。

加工品、菓子・飲料部門をあわせて88点の応募があった
中から、最高賞である金賞〈秋田県知事賞〉には株式会社ツ
バサ（秋田市）の「きりたんぽラーメン 比内地鶏醤油味」が
選ばれた他、秋田県中小企業団体中央会会長賞である加工品

部門 奨励賞には、株式会社秋田まるごと加工（秋田市）の「秋
田ふぐオイル漬け ゆずこしょう七味」が選ばれました。

なお、受賞商品は次のとおりです。

金賞〈秋田県知事賞〉
  「きりたんぽラーメン 比内地鶏醤油味」

 株式会社ツバサ（秋田市）

銀賞〈秋田県知事賞〉
●加工品部門
  「比内地鶏と香り舞茸の出汁釜飯」

 合同会社三吉フーズ（大仙市）

●菓子・飲料部門
  「朝摘みいちじくパイ5個入」

 パティスリー白川（にかほ市）

奨励賞〈秋田県中小企業団体中央会会長賞〉
●加工品部門
  「秋田ふぐオイル漬け（ゆずこしょう七味）」
 株式会社秋田まるごと加工（秋田市）

奨励賞〈一般社団法人秋田県観光連盟会長賞〉
●菓子・飲料部門
  「秋田味噌せんべい」 秋田いなふく米菓株式会社（秋田市）

奨励賞〈秋田県の観光と物産展実施協議会会長賞〉
●菓子・飲料部門
  「ブドウジュース『ワインに恋するブドウたち』」

 TOYOSHIMA FARM（由利本荘市）

受賞商品は、秋田市のアトリオン地下1階の秋田県産品プ
ラザでお買い求めいただけます。

商品については、秋田県産品プラザを運営している株式会
社秋田県物産振興会へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
株式会社秋田県物産振興会　TEL：018-836-7830
ホームページ：http://www.a-bussan.jp

社会貢献活動を積極的に行っている秋田県遊技業協同組合（松岡信吉理
事長）では、この度、寄付金10万円を一般社団法人フードバンクあきた（林
多実代表理事）に贈りました。

県庁で行われた贈呈式では、松岡理事長が林多実代表理事に目録を手渡
しました。

松岡理事長は「食品を必要とする方に、必要な時にお渡しできるよう、
有効にお使いいただきたい」と話しています。

寄付金は、生活に困窮している方等に食品を届ける際の梱包費用などに
充てられる予定です。

秋田県の新たな特産品が決定
［あきた食のチャンピオンシップ2021］

フードバンクあきたに10万円を寄付� ［秋田県遊技業協同組合］

［目録を手渡す松岡理事長（左）］

［奨励賞〈本会会長賞〉秋田ふぐオイル漬け（ゆずこしょう七味）］

［金賞〈秋田県知事賞〉きりたんぽラーメン 比内地鶏醤油味］
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支援団体

�活動レポート あきた食品振興プ
ラザ（佐藤正明会長、
会員105名）の令和3

年度通常総会が書面にて開催され、会員66名から書面
議決書が提出されました。

総会では、令和2年度事業報告及び収支決算をはじ
め、全議案が原案どおり承認・可決されました。

今年度は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し
ながら、人材育成のための研修会や商品開発・改良等
への助成事業の他、販路開拓支援事業として、新たに 

展示会や見本市等への出展費用を助成し、国内での販
路開拓を支援することとしています。

秋田県中小企業組合士会（堀川深雪会長）の令和3年
度伝達式、表彰式及び通常総会が7月26日（月）、秋田
市のパーティーギャラリーイヤタカで開催され、会員
をはじめ21名が出席しました。

通常総会に先立ち行われた伝達式と表彰式では、新
たに中小企業組合士に認定された1名に認定証書が伝
達された他、組合士会会長表彰として、功労者3名と優
良会員3名がそれぞれ表彰されました。

引き続き行われ
た総会では、令和
2年度事業報告書
及び収支決算書を
はじめ、全議案が
原案どおり承認・
可決されました。

今年度は、研修会等を予定していますが、昨年度に引
き続き、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえなが
ら、各事業を実施することとしています。

伝達・表彰された方々は次のとおりです。

◉中小企業組合士認定証書伝達
石井 智之（秋田県中小企業団体中央会）
◉秋田県中小企業組合士会会長表彰
〈組合士会功労者表彰〉
佐藤 章二 氏（秋田県中古自動車販売商工組合）
船木 智子 氏（秋田県電気工事工業組合）
木村 慎次 氏（協同組合横手卸センター）
〈優良会員表彰〉
加藤 友和 氏（秋田県生コンクリート協同組合）
林崎 宏仁 氏（秋田地区合板事業協同組合）
中泉 涼子 氏（秋田県電気工事工業組合）

令和3年度通常総会を開催
 〜あきた食品振興プラザ〜

令和3年度伝達式、表彰式及び通常総会を開催
 〜秋田県中小企業組合士会〜

秋田県
「〜大変革の時代〜新秋田元気
創造プラン」策定に係る意見募集
県では、令和4年度～令和7年度の新たな県政運営の指針

となる「～大変革の時代～　新秋田元気創造プラン」の策
定を進めています。
「将来、秋田県にはこうなってほしい」、「県にはもっと○

○に力を入れて取り組んでほしい」など、県への意見・提
案を募集します。ぜひ、率直なご意見・ご提案をお寄せく
ださい。

いただいたご意見等は、新たな県政運営指針の策定にあ
たっての参考とさせていただきます。

◆意見の提出方法
 電子回答フォームで意見の提出、もしくは募集用紙に記
入のうえ、電子メール、郵便、ファクシミリのいずれかの
方法で提出してください。ご意見・ご提案の提出先につ
いては、以下をご覧ください。
◆郵送先
　〒010-8570　秋田市山王四丁目1番1号

秋田県企画振興部総合政策課　計画・評価班あて
◆FAX　018-860-3873
◆メールアドレス　seisaku＠pref.akita.lg.jp

【お問い合わせ先】
秋田県企画振興部　総合政策課
TEL：018-860-1212　FAX：018-860-3873

［令和2年度事業より：研修会］

［通常総会の様子］

新秋田元気創造プラン 検索詳しくは詳しくは
こちらこちら



18

話題の広場

話題の広場

秋田県
「秋田ICTフェア2021」
出展者募集について
県では県内の企業や自治体等と、先進技術に関する製

品やサービスを保有するICT企業とのマッチングの場の
提供や、県民の先進技術に関する理解促進を目的とし
て、秋田ICTフェア2021を開催します。

開催にあたり、このイベントの展示ブースへ自社の製
品等を展示していただける出展者を募集します。

◆開催日
令和3年11月28日（日）午後1時～午後6時
令和3年11月29日（月）午前10時～午後5時

◆会　場
秋田拠点センターALVE（アルヴェ）きらめき広場

◆出展者の募集スケジュール
出展者公募　　令和3年8月26日（木）午後5時まで
審査結果通知　令和3年9月上旬
出展者説明会　令和3年9月中旬

◆出展料
 無料（※ただし、出展等に係る費用は出展者側で負担
願います。）

【お問い合わせ先】
秋田デジタルイノベーション推進コンソーシアム
事務局
　秋田県企画振興部デジタル政策推進課
　調整・デジタルトランスフォーメーション推進班
　TEL：018-860-4271　FAX：018-860-4208

秋田県
秋田県人格のない社団等
事業継続支援金の
申請受付期間を延長します
県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によ

り、経営状況が悪化している人格のない社団等（みなし
法人）の事業継続を支援するため、事業全般に広く使え
る支援金を支給します。

人格のない社団等とは
　法人税法（昭和40年法律第34号）第2条第1項

第8号に規定する「法人でない社団又は財団で代

表者又は管理人の定めがあるもの」のことです。

【例】農産物直売所、食品加工所、観光協会など

◆支給要件
① 秋田県内に本店又は主たる事務所を置き、令和元年

以前から収益事業を行い、秋田県内の納税地を所轄
する税務署長あてに法人税等の申告を行っており、
今後も事業を継続する意思があること。

② 新型コロナウイルス感染症の影響等により、令和2
年度の事業収入が、令和元年度の事業収入と比較し
て20％以上減少していること。

③ 代表者又は管理人、構成員等が、秋田県暴力団排除
条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規
定する暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても
該当しないこと。また、上記の暴力団及び暴力団員
が申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

◆支給額
令和元年度の事業収入－令和2年度の事業収入
※上限額50万円

◆申請受付期限
令和3年9月30日（木） 当日消印有効
※申請受付期間を延長しました。

◆申請方法
郵送にて受け付けます。
※ 支給要綱及び申請書類様式は県ウェブサイトの産

業労働部産業政策課のページからダウンロードで
きる他、産業政策課（県庁第二庁舎3階）にも設置し
ています。

〔申請先〕
〒010-8572  秋田市山王三丁目1-1
秋田県産業政策課
秋田県人格のない社団等事業継続支援金　申請受付

秋田ICTフェア2021 検索

出展申込方法等、募集の詳細についてはこちら出展申込方法等、募集の詳細についてはこちら

【お問い合わせ先】
秋田県産業労働部産業政策課　企画班
TEL：018-860-2214
受付時間：午前9時～午後5時（平日のみ）



損害保険・生命保険
保険と暮らしの相談センター

株式会社

I S 0 9 0 0 1
JUSE-RA-2015

対象業務：損害保険代理業務
　　　　　　 生命保険代理業務

本　　　社
〒010-0951 秋田県秋田市山王6丁目5-9
　TEL 018-864-6921　FAX 018-864-6922
　URL https://www.akitahoken.co.jp

フレスポ本荘店
〒015-0011 秋田県由利本荘市石脇字田頭141-1
　TEL 0184-24-5511　FAX 0184-24-5512

県南事業所
〒019-0529 秋田県横手市十文字町街道下88-9
　TEL 0182-23-5145　FAX 0182-23-5146

谷　藤　健　二
佐　藤　弘　康

太　田　博　之

秋田県鹿角市八幡平字谷内下モ平116-12
TEL 0186-34-2011
FAX 0186-34-2013

一般区域貨物自動車運送
原木・木材の伐出及び仕入・販売

八幡平貨物
株式会社

【本店営業部】
〒010-0967 秋田県秋田市高陽幸町8番17号
TEL：018-883-1888／FAX：018-883-1822

【能代東支店】
〒016-0122 秋田県能代市扇田字東扇田165-2
TEL：0185-58-2116／FAX：0185-58-2663

【酒田支店】
〒999-8438 山形県飽海郡遊佐町比子字白木23-362
TEL：0234-75-3370／FAX：0234-75-3376

【県南営業部】
〒014-0047 秋田県大仙市大曲須和町1丁目4番地57号
TEL：0187-66-3622／FAX：0187-88-8133

［URL］http://www.knbs.jp

保険とリース、相続・事業承継、新規取次ぎ「フラット35」のご相談はお気軽にどうぞ！！

暑中お見舞い申し上げます



編集・発行
中小企業

あきた 定価280円
秋田県中小企業団体中央会
〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47　TEL：018-863-8701　FAX：018-865-1009

〈印刷〉秋田活版印刷（株）

〒011-0901 秋田県秋田市寺内字三千刈110-1
TEL.018-888-3500（代）
東京営業所 TEL.03-5927-8101
名古屋営業所 TEL.052-251-5080

「健康経営優良法人」に、
5年連続で認定されました。

https://www.kappan.co.jp/

おかげさまで 創立75周年
今までも、そして これからも「夢人間集団」

メリットメリット

採用コスト
の軽減

期間限定
※繁忙期等

即戦力の

人材確保

回復後の

人材確保

雇用維持

期間限定

※産業雇用安定
　助成金

※産業雇用安定
　助成金

産業雇用安定センターは全国最大規模の出向サービスの提供機関

人材受入側

感染症の影響などにより
人手不足が生じている
企業・事業所

公益財団法人

産業雇用
安定センター

人材送出側

感染症の影響により
雇用維持に苦慮する
企業・事業所

無料

在籍型出向制度

コロナ禍だからこそ、企業も働く人も

みんなで援け合う「雇用」のカタチ

人手不足が感染症の影響などで加速
している。人員の確保が急務である。

感染症の影響で従業員の仕事がな
い。雇用を維持するために一時的に
他社で働いてほしい。

人材に関する
情報提供

求人に関する
情報提供

人材受入情報人材送出情報

公益財団法人

産業雇用安定センター
　　　　　　　　秋田事務所
〒010-0951
秋田県秋田市山王3-1-7
　　　　　　　 東カンビル4階

TEL 018-823-7024
FAX 018-883-4215
ご利用時間 9：00～17：00
（土・日・祝日を除く）

センターの
ホームページ

産業雇用安定助成金 検索

※本助成金の相談・申請先は産業
雇用安定センターではありません。
お問い合わせは都道府県労働局
またはハローワークとなりますので
ご留意ください。
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（毎月1日発行）


